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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第４部門第１区分
【発行日】平成25年1月17日(2013.1.17)

【公表番号】特表2008-537042(P2008-537042A)
【公表日】平成20年9月11日(2008.9.11)
【年通号数】公開・登録公報2008-036
【出願番号】特願2008-507062(P2008-507062)
【国際特許分類】
   Ｅ０５Ｂ  65/00     (2006.01)
   Ｅ０５Ｂ  15/02     (2006.01)
   Ｅ０５Ｃ  19/06     (2006.01)
   Ａ４７Ｌ  15/42     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｅ０５Ｂ  65/00    　　　Ｎ
   Ｅ０５Ｂ  15/02    　　　Ｂ
   Ｅ０５Ｃ  19/06    　　　Ａ
   Ａ４７Ｌ  15/42    　　　Ｂ

【誤訳訂正書】
【提出日】平成24年11月20日(2012.11.20)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　食器洗い機器である家庭用機器であって、家庭用機器における可動な閉鎖エレメント（
３）であるドア、蓋、フラップをロックする装置を有し、該装置が家庭用機器のケーシン
グ（１）及び／又はフレーム及び／又は洗い容器に配置された閉鎖フック（５）又は閉鎖
ピンを有しており、該閉鎖フック（５）又は閉鎖ピンが処理室を閉鎖するために閉鎖エレ
メント（３）における係合区分に係合させられかつ処理室を開放するために前記係合が外
される形式のものにおいて、前記係合区分が閉鎖エレメント（３）にエンボス加工されて
おり、前記係合区分が閉鎖エレメント（３）における凹設部（６）によって形成されてお
り、金属薄板部分としてインナドアが形成されており、前記凹設部は前記インナドアの統
合された構成部分として、前記インナドアの薄板部分にエンボス加工されていることを特
徴とする、家庭用機器。
【請求項２】
　前記係合区分が閉鎖エレメント（３）であるドアの側面に配置されている、請求項１記
載の家庭用機器。
【請求項３】
　前記係合区分が閉鎖エレメント（３）の上方の側面に配置されている、請求項２記載の
家庭用機器。
【請求項４】
　前記係合区分が閉鎖エレメント（３）の回転軸線に向き合った前記閉鎖エレメント（３
）の側面に配置されている、請求項２又は３記載の家庭用機器。
【請求項５】
　前記係合区分が側面の長手方向の寸法の中央で該側面に配置されている、請求項２から
４までのいずれか１項記載の家庭用機器。
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【請求項６】
　閉鎖エレメント（３）が旋回可能でかつ／又は摺動可能な、家庭用機器のケーシング（
１）の開口を介して接近可能な該ケーシング（１）の内室（２）を閉鎖するためのインナ
ドアである、請求項１から５までのいずれか１項記載の家庭用機器。
【請求項７】
　閉鎖フック（５）又は閉鎖ピンが家庭用機器のケーシングルーフに統合されている、請
求項１から６までのいずれか１項記載の家庭用機器。
【請求項８】
　閉鎖フック（５）又は閉鎖ピンと前記凹設部（６）とが、ロックする場合に、閉鎖フッ
ク（５）又は閉鎖ピンが前記凹設部（６）内へ垂直に運動して該凹設部（６）と協働する
ように構成されている、請求項１から７までのいずれか１項記載の家庭用機器。
【請求項９】
　前記凹設部（６）が平面図で見てほぼ長方形の縁部を有している、請求項１から８まで
のいずれか１項記載の家庭用機器。
【請求項１０】
　前記縁部が丸みのつけられた角及び／又はエッジを有している、請求項９記載の家庭用
機器。
【請求項１１】
　前記凹設部（６）がその最深部（６ｃ）に向かってテーパを有している、請求項１から
１０までのいずれか１項記載の家庭用機器。
【請求項１２】
　前記凹設部（６）がその最深部（６ｃ）に急傾斜で延びる第１の区分（６ｆ）と、該第
１の区分（６ｆ）に向き合った、最深部（６ｃ）に緩傾斜で延びる第２の区分（６ａ）と
を有している、請求項１から１１までのいずれか１項記載の家庭用機器。
【請求項１３】
　前記第１の区分（６ｆ）が、閉鎖エレメント（３）のロック状態で、閉鎖エレメント（
３）の開放を阻止するために閉鎖フック又は閉鎖ピンのためのストッパを成している、請
求項１２記載の家庭用機器。
【請求項１４】
　前記第１の区分（６ｆ）が前記凹設部（６）の開口平面に対し、８０°と９０°との間
の角度を成して延びている、請求項１２又は１３記載の家庭用機器。
【請求項１５】
　前記凹設部（６）の開口平面に対する前記第１の区分（６ｆ）の角度は８５°である、
請求項１４記載の家庭用機器。
【請求項１６】
　前記第２の区分（６ａ）が前記凹設部（６）の開口平面に対し、４５°又はそれよりも
小さい角度を成して延びている、請求項１２から１５までのいずれか１項記載の家庭用機
器。
【請求項１７】
　前記凹設部（６）の開口平面に対する前記第２の区分（６ａ）の角度は、１０°と３０
°との間の角度である、請求項１６記載の家庭用機器。
【請求項１８】
　前記凹設部（６）の開口平面に対する前記第２の区分（６ａ）の角度は２０°である、
請求項１６又は１７記載の家庭用機器。
【請求項１９】
　第１及び／又は第２の区分（６ｆ，６ａ）が台形に構成されている、請求項１２から１
８までのいずれか１項記載の家庭用機器。
【請求項２０】
　第１及び／又は第２の区分（６ｆ，６ａ）が前記凹設部（６）の開口の周方向で、前記
凹設部（６）内で丸みのつけられた区分（６ｂ，６ｅ）に接続している、請求項１２から
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１９までのいずれか１項記載の家庭用機器。
【請求項２１】
　前記凹設部（６）によって形成されている前記係合区分がインナドア又はアウタドアと
一体に構成されている、請求項１から２０までのいずれか１項記載の家庭用機器。
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０００１
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【０００１】
　本発明は、家庭用機器、特に食器洗い機器における可動な閉鎖エレメント、特にドア、
蓋、フラップ又はそれに類似したものをロックするための装置であって、家庭用機器のケ
ーシング及び／又はフレーム及び／又は洗い容器に配置された閉鎖フック又は閉鎖ピンを
有し、該閉鎖フック又は閉鎖ピンが閉鎖エレメントをロックする場合に該閉鎖エレメント
における係合区分に係合させられかつロック解除する場合に前記係合が外される形式のも
のに関する。
【誤訳訂正３】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００１２
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００１２】
　本発明による家庭用機器、特に食器洗い機器における可動な閉鎖エレメント、特にドア
、蓋、フラップ又はそれに類似したものをロックするための装置であって、家庭用機器の
ケーシング及び／又はフレーム及び／又は洗い容器に配置された閉鎖フック又は閉鎖ピン
を有し、該閉鎖フック又は閉鎖ピンが閉鎖エレメントをロックする場合に該閉鎖エレメン
トにおける係合区分に係合させられかつロック解除する場合に前記係合が外される形式の
ものにおいては、前記係合区分は閉鎖エレメントにエンボス加工によって形成されている
。有利には前記係合区分は閉鎖エレメントにおける凹設部によって形成されている。
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